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ロシアでは、2003 年 12 月 17 日に新しい外国為替法（以下、「新外為法」）が公布され、

その規定の一部が公布日から、そして、規定の大部分は、公布日から６か月後の本年６月

18 日から施行された。 

以下では、まず、新外為法のポイントを旧来の外国為替法（1992 年 10 月制定；以下、「旧

外為法」とする）との比較を交えつつ整理した上で、新外為法が為替取引に関してどのよ

うな規制を定めているのか、やや詳しく概説する。そして最後に、新外為法の施行に伴う

影響について、貿易面を中心に簡単に考察する。 

１．ロシアの新外為法のポイント 

ロシアの新外為法のポイントとしては、以下に述べるように、為替取引規制の透明性の

向上および自由化という２点を指摘することができる。 

（１）為替取引規制の透明性向上 

旧外為法では、自由に行うことができる為替取引の種類だけが明示されており、その他

の取引については、当局（ロシア中銀およびロシア政府）が別途定める数多くの規定（「中

銀指令」や「政府決定」と呼ばれるもの）によって、事実上、任意に規制されてきた。ま

た、これらの規定の中には、個別の企業または個別の為替取引ごとに、当局から事前に許

可を得なければならないとするものも多く含まれていたことから、全般的に当局の裁量の

範囲が広く、企業にとっては不透明感が強い為替管理制度であったと言える。 

これに対して、新外為法では、規制の対象となる為替取引の種類や、導入される規制の

方法がきわめて具体的に定められており、これらの範囲を超えた規制を当局が導入するこ

とは禁止されている。また、前述のような個別の事前許可制度も原則的に禁止されている

ことから、新外為法の施行によって、当局にとっては、従来よりも裁量の範囲が大幅に狭

まった一方で、企業にとっては、為替取引規制の透明性が従来よりも格段に向上したと考

えられる。 

（２）為替取引規制の段階的な自由化 

新外為法のもう１つのポイントは、同法が為替取引規制の段階的な自由化を目指してい

るとみられる点である。 

具体的には、新外為法が為替取引規制について言及している条項の大半が、2006年末ま

でのみ有効であると定められており、これは事実上、同法が定める諸規制の大半が2006年

末をもって撤廃されることを意味すると解釈されている（注１）。 

さらに、2006年末までのみ有効とされる規制の中でも、居住者（ロシアの企業・個人、

外資によって設立された現地法人）と非居住者（外国企業または外国人）の間の為替取引

                                                  
（注１） 新外為法によって、2006 年末までのみ有効であると定められているのは、本稿中の「居住者・非居

住者間の為替取引規制」（2－(1)。ただし、2－(1)－①－(b)を除く）、「国内外貨市場に関する規制」

（2－(3)－①）、「居住者および非居住者による銀行口座の開設および送金に関する規制」（2－(3)－
②）など。 
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規制（本稿中2－(1)。ただし、2－(1)－①－(b),(c)を除く）と、国内外貨市場に関する規

制（同2－(3)－①）については、諸規制の導入が「金外貨準備高の激減および通貨ルーブ

ル・レートの急変の防止、国際収支バランスの安定性維持を目的とする場合」に限定され、

そうした状況（国際収支バランスの不安定化の懸念等）が解消され次第、規制は撤廃され

なければならない旨が定められている。つまり、これらの規制については、2006年末より

も前に撤廃される可能性があると考えられる。 

２．ロシアの新外為法が定める為替取引規制 

新外為法では、ロシア中銀や政府による規制の対象となる為替取引の種類や、それらに

対して導入される規制の内容が、明確かつ具体的に定められている。以下では、新外為法

が定めている規制の内容を、為替取引の種類毎にやや詳しく概説する。 

（１）居住者・非居住者間の為替取引に関する規制 

①商品・サービス貿易 

(a) 決済期間が 180 日超の商品・サービス貿易に関するデポジット義務 

・通常の商品・サービス品目に関して（注２）、居住者によって延払輸出または前払輸

入が行われ、その決済期間（注３）が 180 日間を超える場合、ロシア政府は、居住者

に対して「デポジット義務」を課すことができる（注４）。 

・居住者は、上記 180 日間が経過した日にデポジットを預けなければならず、その額

は、デポジットを預ける日における未払（契約未履行）残高の 50％を超えてはなら

ない。また、デポジットを預ける期間は、非居住者によって支払い（または納品）

が履行されるまでであるが、最長でも２年間を超えてはならない（注５）。 

(b) 輸出代金および輸入前払金の回収義務 

・居住者は、商品・サービスの輸出を行った場合、それぞれの輸出契約で定められた

期間内に、輸出代金をロシアの外国為替公認銀行（以下、為銀）の口座で受領する

                                                  
（注２） ただし、居住者による機械類（具体的には、ロシア関税率表の分類による第 16 部、第 17 部、第 19
部に属する商品）の輸出入と、外国における建設工事の請負については、決済期間がそれぞれ、３年超、

５年超の場合のみデポジット義務の対象となる。 
（注３） 延払輸出の場合は、商品等の出荷後、輸出代金が支払われるまで、前払輸入の場合は、前払金の支

払い後、商品の輸入通関が行われるまで。 
（注４） デポジットは、居住者・非居住者ともに、ロシアの外国為替公認銀行（以下、為銀）にある各自の

口座に預けられ、為銀に預けられたデポジットは、翌営業日中までに、ロシア中銀に送金される（為銀

およびロシア中銀に預けられたデポジットは、いずれも無利子扱いとなる）。デポジットはルーブル建

てでなければならず、外貨建て取引に伴うデポジット額の算定には、デポジットを預ける日における中

銀公定レートが用いられる。後述する国内・外国証券の場合は、デポジットを預ける日における市場流

通価格（または、市場で流通していない場合は、実際の売買価格）が用いられる。 
（注５） ただし、通常の商品・サービス貿易の場合、非居住者による支払い（契約履行）を保証するもの（例

えば、外国の銀行（以下、外銀）または為銀の取消不能信用状、外銀の銀行保証、損害保険契約等）が

あれば、最長で１年間、居住者によるデポジット義務は免除される。 
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義務がある（注６）。 

・居住者は、商品・サービスの輸入契約を締結し、前払金を支払ったものの、契約期

間内に商品・サービスが輸入されなかった場合、前払金を回収する義務がある。 

(c) 外貨収入の売却義務 

・居住者は、商品・サービスの輸出によって獲得した外貨収入の 30％を、市場レー

トで売却（ルーブルと交換）しなければならない（注７）。この売却比率について、

ロシア中銀は別の比率を定めることができるが、30％を超えてはならない。 

・外貨収入の売却は、居住者の為銀口座への入金後、７営業日以内に行われなければ

ならない。 

②居住者による外国企業への投資 

居住者による外国企業（非居住者の法人）への投資や出資金の払込みに関して、ロシア

政府はロシア中銀との合意に基づき、(a) 居住者による「特別口座」（注８）の利用義務、(b) 居

住者によるデポジット義務（ただし、当該取引額の 100％、期間 60 日を上限とする）、と

いう２つの規制を導入することができる。 

 

③居住者・非居住者間の融資 

ロシア中銀は、居住者・非居住者間で行われる融資に関して、その融資の貸し手が居住

者か非居住者か、その融資がルーブル建て、外貨建てのどちらで行われるかによって、そ

れぞれ以下のような規制を導入することができる。 

(a) 居住者から非居住者への外貨建て貸出 

・居住者による特別口座の利用義務 

・居住者によるデポジット義務（取引額の 100％、期間 60 日を上限とする） 

(b) 居住者による非居住者からの外貨建て借入 

・居住者による特別口座の利用義務 

・居住者によるデポジット義務（取引額の 20％、期間１年を上限とする） 

(c) 居住者から非居住者へのルーブル建て貸出 

                                                  
（注６） ただし、OECD または FATF（Financial Action Task Force; 金融活動作業部会）加盟国の銀行等との

間で締結された期間２年超の融資契約の遂行（例えば、借入金の返済等）を目的とする場合、この義務

は免除される。 
（注７） ただし、当該の外貨収入が、OECD または FATF 加盟国の銀行等との間で締結された期間２年超の

融資契約の遂行（例えば、借入金の返済等）にとって不可欠である場合、その外貨収入は売却義務を免

除される。また、輸送料や保険料、輸出関税、通関手数料についても、売却義務が免除される可能性が

ある。 
（注８） 新外為法によると、「特別口座」とは、ロシアの為銀内に開設される口座で、居住者や非居住者に

よる外貨取引に際して、ロシア中銀が利用を義務付けることができるものである。また、特別口座の出

入金について、ロシア中銀は居住者または非居住者に対して、（出入金の）金額の 100％、期間 60 日か、

または、金額の 20％、期間１年を上限とするデポジット義務を課すことができる。 
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・非居住者による特別口座の利用義務 

・居住者によるデポジット義務（取引額の 100％、期間 60 日を上限とする） 

(d) 居住者による非居住者からのルーブル建て借入 

・非居住者による特別口座の利用義務 

・非居住者によるデポジット義務（取引額の 20％、期間１年を上限とする） 

④証券取引に関する決済 

ロシア中銀は、居住者・非居住者間で行われる証券の売買に関して、その証券が外国証

券か国内証券か、証券の購入者が居住者か非居住者かによって、それぞれ以下のような規

制を導入することができる。 

(a) 外国証券の売買に関する決済（注９） 

・居住者および（または）非居住者による特別口座の利用義務 

・居住者または非居住者によるデポジット義務（取引額の 100％、期間 60 日を上限

とするものか、または、取引額の 20％、期間１年を上限とするもの） 

(b) 国内証券の売買に関する決済（注 10） 

・非居住者が居住者から国内証券を購入する場合、非居住者による特別口座の利用義

務と、非居住者によるデポジット義務（取引額の 20％、期間１年を上限とする）が

導入される。 

・居住者が非居住者から国内証券を購入する場合、非居住者による特別口座の利用義

務と、居住者によるデポジット義務（取引額の 100％、期間 60 日を上限とする）が

導入される。 

（２）居住者間または非居住者間の為替取引に関する規制 

①居住者間の為替取引 

居住者間の為替取引は、一部の例外（為銀口座を通じた決済、免税店における支払い等）

を除き、原則として禁止される（注 11）。 

②非居住者間の為替取引 

非居住者は他の非居住者との間で、外国の銀行（以下、外銀）と為銀の口座間、および、

為銀の口座間の外貨送金を制限なく行うことができる（注 12）。 

                                                  
（注９） 外国証券とは、後述する「国内証券」以外の証券を指す。なお、外国証券の売買に関する居住者・

非居住者間の決済は、原則としてルーブル建て、外貨建てのいずれでも可能である。 
（注 10） 国内証券とは、ロシア国内で発行登録され、価格がルーブルで表示された証券を指す。なお、国内

証券の売買に関する居住者・非居住者間の決済は、原則としてルーブル建てで行われる。 
（注 11） ロシアでは、年率 1,000％を超える高インフレが発生した 90 年代前半を中心に、居住者間の支払い

（例えばレストラン等での通常の支払い）においても米ドル等の外貨が用いられていた時期があった。

新外為法の本規定は、こうした過去の経験を踏まえたものであると考えられる。 
（注 12） ただし、ロシア国内で、非居住者が他の非居住者との間で国内証券の売買に関する決済を行う場合、
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（３）その他の規制 

為替取引に関する規制としては、以上で述べてきたものの他に、以下の規制が存在する。 

①国内外貨市場に関する規制 

ロシア国内の居住者または非居住者による外貨の売買（ルーブルと外貨の交換）は、為

銀を通じてのみ行われる。このうち法人の居住者および非居住者による外貨の売買に関し

て、ロシア中銀は、以下の規制を導入することができる（注 13）。 

・居住者および非居住者による特別口座の利用義務 

・居住者によるデポジット義務（購入予定外貨の金額の 100％、外貨購入日までの 60

日間を上限とする）、または、非居住者によるデポジット義務（売却予定外貨の金額

の 20％、外貨売却日までの１年間を上限とする） 

②居住者および非居住者による銀行口座の開設および送金に関する規制 

(a) 居住者による銀行口座の開設および送金 

・居住者は、OECD または FATF（Financial Action Task Force; 金融活動作業部会）加

盟国の銀行、および、国内の為銀において、外貨口座を制限なく開設することがで

きる（注 14）。ただし、外銀口座については、口座の開設または閉鎖後、１か月以内

にその旨を地元（ロシア）の税務当局に届け出なければならない。 

・法人の居住者は、税務当局に外銀口座の出入金を報告する義務がある。個人の居住

者の場合は、年初時点の残高のみを報告する義務がある。 

・同一の居住者による為銀口座から外銀口座への送金に際して、ロシア中銀は、送金

額の 100％、期間 60 日を上限とするデポジットを預けることを義務付けることがで

きる。また、居住者の特別口座の出入金についても、出入金額の 100％、期間 60

日か、または、金額の 20％、期間１年を上限とするデポジットを預けることを義務

付けることができる。 

(b) 非居住者による銀行口座の開設および送金 

・ロシア国内において、非居住者は、為銀でのみ外貨およびルーブル口座を開設する

ことができる。この口座の開設・管理の手続きは、ロシア中銀が定める。 

・同一の非居住者による為銀口座と外銀口座の間の送金は、制限なく行われる。ただ

し、非居住者の特別口座の出入金については、ロシア中銀が、出入金額の 100％、

期間 60 日か、または、出入金額の 20％、期間１年を上限とするデポジットを預け

ることを義務付けることができる。 

                                                                                                                                                  
ロシア中銀は特別口座の利用を義務付けることができる。 

（注 13） なお、個人による外貨現金の売買に際して、身分証明書の提示は原則として不要となる。 
（注 14） 居住者による OECD または FATF 加盟国の銀行における口座開設の自由は、個人については 2004
年 6 月 18 日から、法人については 2005 年 6 月 18 日から認められる。なお、OECD・FATF 加盟国以外

の国における口座開設については、中銀によって手続が定められ、中銀はこれらの口座開設に関して事

前許可を義務付けることができる。 
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③個人による外貨現金の持ち出し等に関する規制 

(a) 外貨および外国証券の持ち出し（注 15） 

・個人の居住者および非居住による外貨および外国証券のロシアへの持ち込みは、制

限なく行われる。 

・個人の居住者および非居住による外貨および外国証券のロシアからの持ち出しは、

過去に持ち込んだ金額の範囲内で可能である。持ち出しに際しては、税関申告と、

過去に持ち込んだ金額を示す証明書の提示が必要となる。 

－ただし、個人による外貨現金の持ち出しについては、金額が 10,000 米ドル相当以

下の場合、過去に持ち込んだ金額を示す証明書の提示は不要となる。 

－さらに、金額が 3,000 米ドル相当以下の場合は、税関申告も不要となる。 

(b) ルーブルおよび国内証券の持ち出し 

・個人によるルーブルおよび国内証券の、持ち込みおよび持ち出しに関する手続きは、

ロシア政府がロシア中銀との合意に基づいて定める（注 16）。 

３．新外為法の施行に伴う影響～貿易面を中心に～ 

新外為法がカバーしている為替取引の種類はきわめて多岐にわたることから、以下では、

新外為法の施行に伴う影響について、外国企業にとって特に関心が高いと思われる商品・

サービス貿易に関係する諸規制を中心に考察する。 

（１）輸出外貨収入の売却義務の変更 

外貨収入の売却義務（本稿中、2－(1)－①－(c)）は、新外為法が施行される前から存在

しており、主に、ルーブルの為替相場の安定化を目的とした措置であったと言われている。

このため、ルーブルが急落した1998年の金融危機後には、売却比率は75％にまで引き上げ

られたが、一度ルーブルに交換した後に再び外貨に交換することが可能であったことなど

から、為替相場安定化の効果は乏しかったと見られ、むしろ、為替差損や交換手数料等の

負担をロシアの輸出企業に強いるものであるとして、ロシア内外からの批判が強かった。 

しかしその後、外貨収入の売却比率は、中銀通達によって前述の75％から段階的に引き

下げられ、2003年７月10日には25％にまで低減された。この売却比率（25％）は、新外為

法限が定める売却比率の上限（30％）を下回るものであることから、同法の施行日以降も

維持されており、ロシアの輸出企業にとっても、さほど大きな負担にはならないと考えら

れる。 

 

                                                  
（注 15） ここで「外貨」とは、外貨現金および現金以外の外貨建て携行支払手段（例えば、外貨建て小切手）

を意味する。 
（注 16） なお、ロシア政府は、個人によるルーブルおよび国内証券の国内への持ち込みおよび国外への持ち

出しに関して、事前許可を義務付けることができる。 
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（２）前払輸入に関するデポジット義務の変更 

前払輸入に関するデポジット義務（本稿中、２－（１）－①－(a)）については、これと

類似した制度が、新外為法が施行されるよりも前に存在していた。しかしその内容は、新

外為法が定めるものとは大きく異なっていた。 

新外為法が施行されるよりも前に存在していたデポジット義務とは、ロシアの企業が外

国企業に輸入前払金を支払う際、その前日までに（前払金とはまた別に）前払金の 20～100％

（この比率は時期によって異なる）に相当するルーブルをデポジットとして預けなければ

ならないという制度だった。つまり、ロシアの企業は、輸入前払い金を支払う際には、常

に、本来用意すべき代金の 1.2～２倍の資金を用意しなければならず、企業にとって大きな

負担となっていたのである（注 17）。 

これに対して、新外為法が定めるデポジット義務とは、ロシアの輸入企業が外国企業に

前払金を支払った後、180 日間を経過しても商品の輸入通関が行われなかった場合にのみ、

商品の未達額の 50％を上限とするデポジットを預けなければならないという制度であり、

従来と比べて、輸入企業の負担が大幅に軽減されたことが明らかである。 

（３）輸入前払金の回収期限の変更 

前払輸入に関しては、新外為法の施行によって、ロシアの企業による輸入前払金の回収

期限（外国企業にとっては返金期限）にも変更が加えられた。新外為法の施行前は、ロシ

アの輸入企業が外国企業に前払金を支払った後、90 日以内に商品の輸入通関が行われない

場合、外国企業が同前払金の返金を求められる制度（所謂「90 日ルール」）があり、外国

企業にとっては、発注から納品までの期間が長い商品をロシアから受注するのが難しいと

いう問題があった。 

この点、新外為法では、「ロシアの企業が商品・サービスの輸入契約を締結し、前払金

を支払ったものの、契約期間内に商品・サービスが輸入されなかった場合、当該ロシア企

業は前払金を回収する義務がある（本稿中、2－(1)－①－(a)）」と定められているだけで

あり、「90 日ルール」は撤廃された形となっている。 

 

以上の３つの事例から判断する限り、従来、ロシアの為替取引規制の中には、直接的・

間接的に貿易を阻害する要因となる規制が多く含まれていたが、新外為法の施行によって、

それらの規制は概ね払拭されたものと評価できる。 

 

                                                  
（注 17） このような前払輸入に関するデポジット義務は、ロシアの企業による、輸入を用いた不法な資本逃

避――例えば、ロシアのある企業（A 社とする）が、輸入前払金を支払い、その後、外国の輸入相手企

業が倒産したため、輸入品が届かなかったと当局に報告するが、実は外国の輸入相手企業は、A 社が設

立したペーパー・カンパニーであり、支払われた前払金は、最終的に A 社が外国に保有する秘密口座に

振り込まれている、等――を抑止する目的で導入されたと言われる。ただし、その後の経験から、この

規制は資本逃避を抑止する手段としてはあまり有効ではないことが判明した結果、新外為法では大幅に

緩和されたものと見られる。 
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